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研究要旨：【目的】本研究班は、良質かつ適切な精神医療の確保とその促進を図るための

モニタリングと、医療計画における基準病床算定式および指標例を提案することを目的と

する。本研究は、研究班全体会議を経て検討した指標例候補についての都道府県の意見を

得て、研究班としての指標例案をまとめることを目的とする。【方法】研究班にて取りま

とめた指標例候補について各都道府県の精神保健福祉主管課にアンケート調査を実施 

した。調査期間は 2022 年 2 月 1 日~3 月 17 日で、47 都道府県中の 41 か所（87.2％）から

回答があった。その結果をもとに研究班としての指標例案をまとめた。【結果及び考察】

(1)「予防・相談支援」「医療」「地域支援」を横軸とする、(2)指標例をとおして精神保健

医療の提供体制や提供状況を点検・モニタリングできるようにする、(3)17 疾患等を

common disorders の領域、専門領域、政策領域（自殺対策、災害精神医療など）に大別し

て、common disorders の領域は身近な医療が確保されていることを確認できるようにする、

専門領域と政策領域は都道府県レベルで提供体制の確保が進んでいることを確認できるよ

うにする、(4)指標例候補は、都道府県が保有する情報をできるだけ活用できるようにして

情報収集の事務負担を小さくする、(5)ロジック（ストーリー）として、適切な予防・相談

支援、適切な地域支援による入院期間は短縮される、地域で孤立しないよう伴走すること

のできる地域支援体制により自殺死亡率は増加しない、(6)提供される精神医療の内容とし
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ては、行動制限を最小にした適切な処遇の促進を挙げ、ストラクチャー、プロセスに組み

込むという方向性はおおむね共有されたと考えられた。そのうえでストラクチャー、プロ

セス指標として「予防・相談支援」として 7 個、「医療（全般）」として 5 個、「医療（合併

症、リエゾン診療、精神科と一般科の連携）」として 4 個、「医療（拠点機能、専門医療）」

としてその都道府県において必要とするもの、「医療（精神科救急）」として 2 個、「医療

（難治性精神疾患への対応）」として 2 個、「地域支援」として 10 個の指標例案をまとめ

た。またアウトカム指標として 5 個を取りまとめた。本研究班による指標例案は、都道府

県における精神保健医療の提供体制や提供状況を体系的に点検・モニタリングするのに適

したものであると考えた。【結論】研究班全体会議を経て検討した指標例候補についての

都道府県アンケートをもとに、研究班としての指標例案をまとめた。 

A 目的 

 本研究班は、良質かつ適切な精神医療の

確保とその促進を図るためのモニタリング

と、医療計画における基準病床算定式およ

び指標例を提案することを目的とする。 

令和 2 年度研究においては、指標例の方

向として、精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築と多様な精神疾患等に

対応できる医療連携体制の構築という方向

性を踏まえつつ、他の 4 疾患の指標例の構

造に近づけ、「予防・相談支援」「医療」

「地域支援」に変更することを提案した。 

令和 3 年度研究においては、研究班全体

会議等での検討を重ね、以下の方向で指標

例案の候補をまとめることとした。 

１）指標例におけるストラクチャー、プロ

セス、アウトカムの間のつながり（ロジ

ック、ストーリー）をわかりやすくする。 

２）他の 4 疾患の構造に近付け、精神科と

精神科以外の診療科の医療機関との連携

を含む医療に関する事項の調整・対応の

議論をしやすくする。 

３）アウトカムに入院関連以外の指標を設

ける。 

さて、第 7 次医療計画のストラクチャー、

プロセス指標は、17疾患等について網羅的

にあげられているが、都道府県において採

用されているのは多くても半数程度である

（令和元年 11 月 28 日「第 16 回医療計画

の見直し等に関する検討会」資料による）。

研究班として提案する指標例は、都道府県

から見て、意義のある、優先度の高いもの

であって、採用率が高くなることが望まれ

る。 

 本研究は、研究班全体会議を経て検討し

た指標例候補についての都道府県の意見を

得て、研究班としての指標例案をまとめる

ことを目的とする。 

B 方法 

本研究班においては、研究班全体会議等

での検討をもとに、研究班としての指標例

の方向性を、下記のとおり決定した。 

１）精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築と多様な精神疾患等に対応

できる医療連携体制の構築という方向性

を踏まえつつも、他の 4 疾患の指標例の
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構造に近づけ、「予防・相談支援」「医療」

「地域支援」を横軸、「ストラクチャー」、

「プロセス」、「アウトカム」を縦軸とす

る。 

２）指標例をとおして、都道府県が、精神

保健医療の提供体制や提供状況を点検・

モニタリングできるようにする。都道府

県は、必要に応じて、都道府県をいくつ

かのブロックに分け、地域精神医療の提

供体制や提供状況を確認することができ

るようにする。 

３）第 7 次医療計画の指標例の 17 疾患等

を common disorders の領域（うつ病、

統合失調症、認知症など）、専門領域

（依存症、摂食障害、発達障害、児童・

思春期など）、政策領域（自殺対策、災

害精神医療など）に大別する。そのうえ

で、common disordersの領域は身近な医

療が確保されていることを確認できるよ

うにすることとした。また専門領域と政

策領域は都道府県レベルで提供体制の確

保が進んでいることを確認できるように

する。 

４）指標例候補は、都道府県が保有する情

報をできるだけ活用できるようにして、

都道府県の情報収集の事務負担を小さく

する。 

５）ロジック（ストーリー）として、(1)

適切な予防・相談支援により、精神科医

療の必要な場合には、速やかにその導入

が行われること、(2)必要な場合に適切

な地域支援につなぐことができること、

(3)必要な場合に速やかに適切な入院治

療が受けられることを想定した。これに

よって入院が必要となる場合も入院期間

は短縮されることになる。このため、ア

ウトカム指標案に、「時点退院率」、「地

域平均生活日数」、「『1年未満の在院患者

数』に対する『1 年以上 5 年未満の在院

患者数』の比」を挙げることとした。ま

た、地域で孤立しないよう伴走すること

のできる地域支援体制により、自殺死亡

率は減少することを挙げることとした。 

６）提供される精神医療の内容としては、

行動制限を最小にした適切な処遇の促進

を挙げ、ストラクチャー、プロセスに組

み込むこととした。 

この考え方に基づき、下記の構成によるア

ンケートを作成した（資料 1 参照）。 

１）「予防・相談支援」の指標例候補 

２）「予防・相談支援」の指標例の追加意 

 見 

３）「医療」のうち、全般的状況の指標例 

候補 

４）「医療」のうち、合併症、リエゾン診

療、精神科と一般科の連携の指標例候補 

５）「医療」のうち、拠点機能、専門医療 

の指標例候補 

６）「医療」のうち、精神科救急の指標例

候補 

７）「医療」のうち、難治性精神疾患への

対応の指標例候補 

８）「医療」の指標例の追加意見 

９）「地域支援」についての指標例候補 

１０）「地域支援」の指標例の追加意見 

１１）アウトカムの指標例候補 

１２）アウトカムの指標例の追加意見 

上記のうち、１）、３）、４）、５）、６）、

７）、９）、１１）については、「指標例に

組み込むことの意義」（大きい、どちらと

もいえない、小さい）、「指標例としての優
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先度」（高い、どちらともいえない、低い）

の回答とコメント（自由記載）を依頼した。 

２）、８）、１０）についてはコメント

（自由記載）を依頼した。 

研究班事務局より各都道府県の精神保健

福祉主管課あてにメール添付にて調査への

回答を依頼した。調査期間は 2022年 2月 1

日~3 月 17 日で、47 都道府県中の 41 か所

（87.2％）から回答があった。回収された

調査票は一部の回答が無回答であったため、

各質問についての回答数を分母として、

「意義が大きい」「優先度が高い」と解答

のあった割合を計算した。 

（倫理面の配慮） 

本調査には個人情報は含まれない。 

C 結果 

１．「予防・相談支援」の指標例候補（図 1） 

「市町村の相談窓口数と相談等の実績」

については、「指標例に組み込むことの意

義が大きい」（以下、「意義が大きい」と略

す）と解答したのは23か所（57.5％）、「指

標例としての優先度が高い」（以下、「優先

度が高い」と略す）と回答したのは 23 か

所（57.5％）であった。コメントとしては、

身近な市町村の相談窓口が設置されていく

のは重要、相談実績は評価が困難、精神保

健福祉法が改正されて市町村の役割が同法

に位置づけられたら指標になる、などであ

った。 

「こころのサポーター養成研修の実施回

数と修了者数」については、「意義が大き

い」「優先度が高い」はそれぞれ 13 か所

（32.5％）、10 か所（25.0％）であった。

コメントとしては、新規事業なので指標と

して足並みをそろえることができる、自殺

対策のゲートキーパー研修などが広く展開

されており棲み分けが難しい、などであっ

た。 

「精神保健福祉センターにおける教育研

修の機会と受講者数」については、「意義

が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 19

か所（47.5％）、17 か所（42.5％）であっ

た。コメントとしては、精神保健福祉セン

ターの人材育成や教育研修の機能を高めて

いく根拠に役立つ、対象とする研修の範囲

の設定が困難、などであった。 

「自殺未遂者ケア研修の実施回数と受講

者数」については、「意義が大きい」「優先

度が高い」はそれぞれ 17 か所（42.5％）、

14 か所（35.0％）であった。コメントとし

ては、支援者としての資質向上の参考にな

る、未遂者支援を積極的に進めていくため

に必要、医療計画に自殺対策を含めていな

い、などであった。 

 「かかりつけ医うつ病対応力向上研修の

実施回数と修了者数」については、「意義

が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 16

か所（40.0％）、11 か所（27.5％）であっ

た。コメントとしては、一般医療と精神科

医療連携の指標になる、現在は開催してい

ない、医療計画に自殺対策を含めていない、

などであった。 

 「かかりつけ医認知症対応力向上研修の

実施回数と修了者数」については、「意義

が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 13

か所（31.7％）、9 か所（22.0％）であった。

コメントとしては、認知症は高齢者福祉に

位置づけられている、などであった。 

 「精神保健福祉法による警察官通報件数

と措置診察実施割合」については、「意義

が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 16
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か所（39.0％）、15 か所（36.6％）であっ

た。コメントとしては、都道府県によって

警察官通報と措置診察に進む基準が異なる、

都道府県のばらつきを小さくするために必

要、行政の努力や工夫で変わる数字ではな

い、などであった。 

 「自損事故による救急出動件数と救急搬

送人員数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 6 か所

（15.0％）、5 か所（12.5％）であった。コ

メントとしては、数値の意味づけが難しい、

医療計画に自殺対策を含めていない、など

であった。 

 「保健所保健福祉サービス調整会議の開

催件数と参加機関・団体数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 12 か所（30.0％）、11 か所（27.5％）

であった。コメントとしては、困難事例の

検討は通常の保健所のケース対応で行われ

ている、困難事例への支援のデータとして

は正確ではない、計上の仕方に差がある、

などであった。 

２．「予防・相談支援」の指標例の追加意

見 

保健所と精神保健福祉センターの相談実

績、救急医療体制と精神科救急医療体制の

連絡会議の開催回数、医療機関の地域精神

保健に対する協力度、市町村の精神保健福

祉を協議する場、などの意見があった。 

３．「医療」のうち、全般的状況の指標例

候補（図 2） 

「精神科もしくは心療内科の外来診療を

おこなっている精神病床を有しない医療機

関数と 6 月の自立支援医療（精神通院）の

受診患者実数」については、「意義が大き

い」「優先度が高い」はそれぞれ 24 か所

（60.0％）、22 か所（55.0％）であった。

コメントとしては、6 月 1 か月間の実数で

は不十分ではないか、医療機関の傾向を把

握するのであれば有用、などであった。 

 「精神科もしくは心療内科の外来診療を

おこなっている精神病床を有する医療機関

数と 6 月の自立支援医療（精神通院）の受

診患者実数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 24 か所

（60.0％）、22 か所（55.0％）であった。

コメントとしては、医療機関の傾向を把握

するのであれば有用、であった。 

 「20歳未満の通院・在宅精神療法の算定

のあった医療機関数（人口 10 万対医療機

関数）と算定のあった患者数（人口 10 万

対患者数）」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 23 か所

（57.5％）、17 か所（42.5％）であった。

コメントとしては、患者の実数が把握でき

るとよい、患者の増減での評価は困難、な

どであった。 

「精神病床を有する医療機関数と診断別、

年齢階級別、入院形態別の患者数」につい

ては、「意義が大きい」「優先度が高い」は

それぞれ 31 か所（77.5％）、30 か所

（75.0％）であった。コメントとしては、

受療状況の現状と傾向を把握できる、医療

機関個別のデータがあれば地域移行の促進

等データになるため有用、などであった。 

 「都道府県立精神科病院等の医療機関数

と 6 月 30 日時点の措置入院患者数」につ

いては、「意義が大きい」「優先度が高い」

はそれぞれ 14 か所（34.1％）、14 か所

（34.1％）であった。コメントとしては、
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衛生行政報告例による単年の数値のほうが

現状を反映している、圏域内の受入率であ

れば意味があるのかもしれない、などであ

った。 

「指定病院数と 6 月 30 日時点の措置入

院患者数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 14 か所

（34.1％）、13 か所（32.5％）であった。

コメントとしては、衛生行政報告例による

単年の数値のほうが現状を反映している、

圏域内の受入率であれば意味があるのかも

しれない、などであった。 

 「行動制限最小化のコアストラテジーに

ついての研修を実施した精神病床を有する

病院数、その割合と隔離・拘束患者数」に

ついては、「意義が大きい」「優先度が高い」

はそれぞれ 21 か所（51.2％）、20 か所

（50.0％）であった。コメントとしては、

行動制限最小化の研修会の開催回数をどの

ように評価するのか、隔離拘束は病状の影

響があるため評価困難、などであった。 

４．「医療」のうち、合併症、リエゾン診

療、精神科と一般科の連携の指標例候補

（図 3） 

 「精神病床を有する病院のうちの一般病

院、地域医療支援病院、特定機能病院の割

合」については、「意義が大きい」「優先度

が高い」はそれぞれ 11 か所（27.5％）、8

か所（20.5％）であった。コメントとして

は、単科精神科病院が多い地域では指標と

して難しい、外的要因による影響は少ない

ので指標と設定する意味は無い、などであ

った。 

 「総合入院体制加算（１、２）の届出の

ある医療機関数」については、「意義が大

きい」「優先度が高い」はそれぞれ 10 か所

（25.0％）、9 か所（23.1％）であった。コ

メントとしては、特定の加算を指標に設定

することの説明が必要になる、アウトカム

指標との関連性がよくわからない、などで

あった。 

 「緩和ケアチーム加算の届出のある医療

機関数」については、「意義が大きい」「優

先度が高い」はそれぞれ8か所（20.0％）、

5 か所（12.8％）であった。コメントとし

ては、アウトカム指標との関連性がよくわ

からない、などであった。 

 「6 月の精神科によるリエゾン診療（院

内他科）に 1 件以上報告のあった医療機関

数と、6月の件数の合計」については、「意

義が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ

11か所（28.2％）、6か所（15.8％）であっ

た。コメントとしては、限られた施設でし

かリエゾン診療は実施されていないと思わ

れる、アウトカム指標との関連性がよくわ

からない、などであった。 

 「6 月の精神科によるリエゾン診療（救

命救急センター）に 1 件以上報告のあった

医療機関数と、6 月の件数の合計」につい

ては、「意義が大きい」「優先度が高い」は

それぞれ 11 か所（ 27.5％）、 7 か所

（17.9％）であった。コメントとしては、

件数が少ない、アウトカム指標との関連性

がよくわからない、などであった。 

 「一般病床における入院精神療法の算定

された医療機関数と患者数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 10 か所（25.0％）、8 か所（20.5％）

であった。コメントとしては、一般病床に

おける身体合併症患者の受入状況が把握で

きる、アウトカム指標との関連性がよくわ
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からない、などであった。 

 「精神科リエゾンチーム加算の算定され

た医療機関数と患者数」については、「意

義が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ

15か所（37.5％）、9か所（23.1％）であっ

た。コメントとしては、「精神科リエゾン

チームを持つ病院数」を使用中、アウトカ

ム指標との関連性がよくわからない、など

であった。 

 「精神病床における精神科身体合併症

（精神科救急・合併症入院料/精神科身体

合併症管理加算）の算定のあった医療機関

数、患者数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 23 か所

（57.5％）、16 か所（41.0％）であった。

コメントとしては、医療資源（機能）が限

られている地域では対応が困難、アウトカ

ム指標との関連性がよくわからない、など

であった。 

「一般病床における精神科身体合併症

（精神疾患診療体制加算/精神科疾患患者

等受入加算）の算定のあった医療機関数、

患者数」については、「意義が大きい」「優

先度が高い」はそれぞれ 22 か所（55.0％）、

16 か所（41.0％）であった。コメントとし

ては、アウトカム指標との関連性がよくわ

からない、身体合併症対応施設(特例病床）

を使用中、などであった。 

５．「医療」のうち、拠点機能、専門医療

の指標例候補（図 4） 

 「依存症専門医療拠点数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 26 か所（65.0％）、21 か所（53.8％）

であった。コメントとしては、依存症支援

体制の強化指標につながる、拠点としての

役割や地域偏在や機関の質の問題等もある

ため数を増やすことだけが目的にならない

ように留意が必要、などであった。 

 「依存症治療拠点数」については、「意

義が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 

26 か所（65.0％）、20 か所（51.3％）であ

った。コメントとしては、数を増やすこと

だけが目的にならないように留意が必要、

「依存症等対策推進計画」が策定されてい

るため医療計画に明記することが必要、な

どであった。 

 「高次脳機能障害拠点数、そのうちの精

神病床を有する医療機関に設置されている

数」については、「意義が大きい」「優先度

が高い」はそれぞれ 17 か所（41.5％）、11

か所（27.5％）であった。コメントとして

は、医療計画に高次脳機能障害施策を含め

ていない、高次脳機能障害拠点は相談支援

事業所となっている、必ずしも精神病床を

有する医療機関が望ましいということでは

ない、などであった。 

 「摂食障害治療支援センター数、そのう

ちの精神病床を有する医療機関に設置され

ている数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 12 か所

（30.0％）、8 か所（20.5％）であった。コ

メントとしては、未整備の県が整備するた

めの指標とすることは意味がある、各医療

機関・保健所・精神保健福祉センター等が

相互に連携しながら対応しており指定予定

はない、などであった。 

 「てんかん診療拠点数、そのうちの精神

病床を有する医療機関に設置されている数」

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 18 か所（45.0％）、12 か所

（30.8％）であった。コメントとしては、
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未整備の県が整備するための指標とするこ

とは意味がある、国の補助金が認められる

のは 1 か所のみなので数を指標にする意味

は感じられない、などであった。 

「認知症疾患医療センターの指定数、そ

のうちの精神病床を有する医療機関に設置

されている数」については、「意義が大き

い」「優先度が高い」はそれぞれ 18 か所

（45.0％）、13 か所（33.3％）であった。

コメントとしては、病床の有無を指標とす

る意義は低い（鑑別診断、急性期治療、相

談、地域連携の対応が特に重要）、認知症

施策については高齢福祉保健課が所管、既

に各医療圏に 1 か所整理済みであるため設

置数を指標にする意味が感じられない、な

どであった。 

「発達障害拠点医療施設の指定数、その

うちの精神病床を有する医療機関に設置さ

れている数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 12 か所

（30.0％）、 8 か所（20.5％）であった。

コメントとしては、発達障害拠点医療機関

の指定（発達障害専門医療機関ネットワー

ク構築事業）を実施していない、医療計画

に発達障害者施策を含めていない、発達障

害について医療で対応できる部分は限られ

る、などであった。 

 「自殺未遂者支援拠点指定数、そのうち

の精神病床を有する医療機関に設置されて

いる数」については、「意義が大きい」「優

先度が高い」はそれぞれ 13 か所（32.5％）、 

9 か所（23.1％）であった。コメントとし

ては、自殺対策計画の中で進捗管理可、医

療計画に自殺対策を含めていない、などで

あった。 

「児童・思春期精神科入院医療管理料の

届出のある医療機関に設置されている数」

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 18 か所（45.0％）、12 か所

（30.8％）であった。コメントとしては、

発達障害や摂食障害等の重なる精神疾患対

策との違いを明確にする必要がある、入院

受入体制等の現状や課題検討及び体制整備

の進捗状況等を管理・促進する上で有益な

情報となる、などであった。 

「摂食障害入院医療管理料の届出のある

医療機関に設置されている数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 14 か所（35.0％）、9 か所（23.1％）

であった。コメントとしては、個別の医療

機関毎に把握できるのが望ましい、届出の

ある医療機関数が変化する可能性が低い中

で数を指標にする意味が感じられない、な

どであった。 

「認知行動療法の届出のある医療機関数」

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 14 か所（35.0％）、10 か所

（25.6％）であった。コメントとしては、

個別の医療機関毎に把握できるのが望まし

い、であった。 

「重度アルコール依存症入院医療管理料

の届出のある医療機関数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 18 か所（45.0％）、13 か所（33.3％）

であった。コメントとしては、診療報酬が

紐づいているため計画等に位置づけるまで

もなく一定の増加が見込める、個別の医療

機関毎に把握できるのが望ましい、であっ

た。 

６．「医療」のうちの、精神科救急の指標

例候補（図 5） 
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「精神科救急医療体制整備事業における

各類型施設数と相談件数、受診件数、入院

件数」については、「意義が大きい」「優先

度が高い」はそれぞれ 29 か所（72.5％）、

25 か所（62.5％）であった。コメントとし

ては、精神科救急システムを考える上で有

効、相談件数/受診件数/入院件数の増減を

どのように評価するのか、などであった。 

 「精神科救急入院料の届出を行った精神

病床を有する病院数、精神病床を有する病

院数に占める割合」については、「意義が

大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 21 か

所（52.5％）、15 か所（37.5％）であった。

コメントとしては、精神科救急システムを

考える上で有効、条件に該当しない医療機

関においても新規入院患者の早期退院を目

指して取組んでいる場合も考えられるため

これらの医療機関も把握できればより現状

を正確に把握できるのではないかと思われ

る、などであった。 

７．「医療」のうちの、難治性精神疾患へ

の対応の指標例候補（図 6） 

 「治療抵抗性統合失調症治療薬を使用し

た医療施設数、患者数」については、「意

義が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ

19 か所（46.3％）、17 か所（41.5％）であ

った。コメントとしては、使用できる医療

機関は限定され使用対象となる患者も限定

されることから全ての患者が一律に機会を

与えられてはいない、などであった。 

 「精神科電気けいれん療法実施した病院

数のうちの閉鎖循環式全身麻酔の精神科電

気けいれん療法を実施した病院数、および

患者の割合」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 14 か所

（35.0％）、13 か所（32.5％）であった。

コメントとしては、医療資源が限られる、

などであった。 

８．「医療」について、指標例の追加意見 

精神科救急情報センターや精神医療相談

窓口の相談実績、届出のある医療機関を指

標とするのではなく実際に対象となった実

患者数等を指標とした方が望ましい、精神

保健指定医の派遣の協力医療機関、PTSD

に関する指標、精神科専門医数、などの意

見があった。 

９．「地域支援」の指標例候補（図 7-1、図

7-2） 

 「精神病床を有する医療機関のうちの精

神保健福祉士を配置している病院の割合、

1 施設当たりの平均値、中央値」について

は、「意義が大きい」「優先度が高い」はそ

れぞれ 21 か所（52.5％）、17 か所（43.6％）

であった。コメントとしては、1 病棟当た

りや一定の実患者数当たりの人数などにす

ることが望ましい、常勤配置に絞っての把

握が望ましい、圏域ごとの割合も把握する

必要がある、などであった。 

「精神病床を有しない医療機関のうち、

精神保健福祉士を配置している割合、1 施

設当たりの平均値、中央値」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」はそれ

ぞれ 18 か所（45.0％）、16 か所（41.0％）

であった。コメントとしては、外来機能の

みの医療機関を把握するのに有用、常勤配

置に絞っての把握が望ましい、圏域ごとの

割合も把握する必要がある、などであった。 

 「精神科デイ・ケア等の届出のある医療

機関数」については、「意義が大きい」「優
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先度が高い」はそれぞれ 19 か所（47.5％）、

16 か所（41.0％）であった。コメントとし

ては、地域支援体制を考える上で有用、圏

域ごとの割合も把握する必要がある、精神

科デイ・ケア等の利用者数を利用中、など

であった。 

 「6 月の精神科訪問診療 1 件以上の施設

数」については、「意義が大きい」「優先度

が高い」はそれぞれ 17 か所（42.5％）、15

か所（38.5％）であった。コメントとして

は、人口の少ない地域では単月での評価は

困難、アウトリーチ機能を有している医療

機関がどれくらいあるか把握できる、圏域

ごとの割合も把握する必要がある、であっ

た。 

「6 月の精神科往診 1 件以上の施設数」

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 18 か所（45.0％）、14 か所

（35.9％）であった。コメントとしては、

アウトリーチ機能を有している医療機関が

どれくらいあるか把握できる、圏域ごとの

割合も把握する必要がある、であった。 

「精神科訪問看護を実施した施設数、利

用した患者数」については、「意義が大き

い」「優先度が高い」はそれぞれ 25 か所

（62.5％）、19 か所（48.7％）であった。

コメントとしては、圏域ごとの割合も把握

する必要がある、訪問看護の利用者数を使

用中、であった。 

「医療観察法における指定通院医療機関

数」については、「意義が大きい」「優先度

が高い」はそれぞれ 11 か所（27.5％）、8

か所（20.5％）であった。コメントとして

は、整備と体制維持は必要と考える、医療

観察法通院処遇対象者の全対象者に対する

割合は圧倒的に低いため指標として活用で

きる範囲は限定的、などであった。 

「DPAT 先遣隊を登録する医療機関数」

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 22 か所（55.0％）、18 か所

（46.2％）であった。コメントとしては、

DPAT の整備状況は不要か、ストラクチャ

ーは「災害拠点精神科病院数」の方がよい

のではないか、などであった。 

「精神科退院早期のフォロー率」（精神

病床から地域へ退院した統合失調症症・双

極性障害の患者における、退院 30 日以内

に通院・在宅精神療法を算定された割合）

については、「意義が大きい」「優先度が高

い」はそれぞれ 14 か所（41.2％）、12 か所

（34.3％）であった。コメントとしては、

地域移行・地域支援の指標としてフォロー

率や支援実施者の割合が高くなると考える、

診療報酬外のフォローも一定数あることが

想定される、などであった。 

「措置症状消退届の提出された患者数、

退院後支援ガイドラインに基づく退院後支

援実施の割合」については、「意義が大き

い」「優先度が高い」はそれぞれ 14 か所

（35.0％）12 か所（30.8％）であった。コ

メントとしては、消退届では退院後支援を

実施するかどうかは把握できない、ガイド

ラインに基づく支援実施医療機関数がよい、

措置入院患者の入院期間の他の都道府県と

の比較をみてみたい、などであった。 

 「居住系障害者施設を有する医療機関の

割合」については、「意義が大きい」「優先

度が高い」はそれぞれ 7 か所（17.9％）、4

か所（10.5％）であった。コメントとして

は、医療機関が地域移行後の施設を併せ持

つことを推奨することでよいか、設置主体

が医療機関の施設に限定することは地域の
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状況を正確に把握していることにならない

のではないか、などであった。 

 「その他の障害者施設を有する医療機関

の割合」については、「意義が大きい」「優

先度が高い」はそれぞれ7か所（17.9％）、

4 か所（10.5％）であった。コメントとし

ては、設置主体が医療機関の施設に限定す

ることは地域の状況を正確に把握している

ことにならないのではないか、などであっ

た。 

「介護施設を有する医療機関の割合」に

ついては、「意義が大きい」「優先度が高い」

はそれぞれ5か所（12.8％）、2か所（5.3％）

であった。コメントとしては、設置主体が

医療機関の施設に限定することは地域の状

況を正確に把握していることにならないの

ではないか、などであった。 

１０．「地域支援」についての指標例の追

加意見 

 自助グループ等の社会資源へのつなぎや

自助グループ等の活動に対する支援の指標、

保健と医療がつながる指標（精神部署があ

るか、人的体制はどうかなど）を組み込む

といいのではないか、などであった。 

１１．アウトカムにかかる指標例候補（図

8） 

「新規入院における 3 か月、6 か月、12

か月時点の退院率」については、「意義が

大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 34 か

所（85.0％）、32 か所（80.0％）であった。

コメントとしては、長期入院解消のため必

要な指標だと思う、速やかな評価が難しい

状況であるなら評価を要する計画の指標と

しては不適切、などであった。 

「地域平均生活日数」については、「意

義が大きい」「優先度が高い」はそれぞれ

30 か所（75.0％）、29 か所（72.5％）であ

った。コメントとしては、地域生活を継続

させることは非常に大切である、評価が難

しい、地域平均生活日数が短くても精神症

状が重症化しないうちに再入院して早期に

退院する仕組みづくりが地域にできれば地

域移行・定着の推進につながる可能性があ

る、速やかな評価が難しい状況であるなら

評価を要する計画の指標としては不適切、

認知症と他の精神疾患は分ける必要がある

と思われる、などであった。 

「精神病床における新規入院患者の平均

在院日数」については、「意義が大きい」

「優先度が高い」はそれぞれ 26 か所

（65.0％）、24 か所（60.0％）であった。

コメントとしては、地域平均生活日数に置

き換えていいものと思われる、速やかな評

価が難しい状況であるなら評価を要する計

画の指標としては不適切、などであった。 

「『1 年未満』に対する『1 年以上 5 年未

満』の患者数の比」については、「意義が

大きい」「優先度が高い」はそれぞれ 20 か

所（50.0％）、17 か所（42.5％）であった。

コメントとしては、なぜ「１年未満」と

「１年以上５年未満」で年数を区切るのか

わからない、などであった。 

「自殺死亡率」については、「意義が大

きい」「優先度が高い」はそれぞれ 19 か所

（47.5％）、19 か所（47.5％）であった。

コメントとしては、人口動態統計は結果が

公表されるのが遅い、自殺対策計画の中で

評価可、自殺死亡率は非常に幅広い社会構

造や変化に影響を受けていると考えられる、

精神疾患・メンタルヘルスの指標として重
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要、などであった。 

１２．アウトカムの指標例の追加意見 

 最新のデータがすぐに抽出できるように

してほしい、入院医療を受けずに地域生活

をしている方に関する指標の設定も必要、

評価指標の測定に利用するデータについて

は基準の変更等を行わず継続性をもって確

認できるデータとしてもらいたい、身近で

タイムリーに医療アクセスが可能となるよ

うな指標等の設定ができないか、などであ

った。 

 なお、NDB データについては、公表時

期を早めてほしいというコメントが多数あ

った。 

D 考察 

 47 都道府県中 41 か所（87.2％）から回

答があったことから、調査結果をもとに指

標例案をまとめることには十分な回答率で

あったと考えられる。 

 第 7 次医療計画の指標例である 17 疾患

等を「予防・相談支援」「医療」「地域支

援」とすることについての反対意見はなか

った。 

指標例をとおして、都道府県が精神保健

医療の提供体制や提供状況を点検・モニタ

リングできるようにすること、都道府県が

必要に応じて都道府県内をいくつかのブロ

ックに分けて地域精神医療の提供体制や提

供状況を確認することができるようにする

ことについては、コメントから、肯定的に

受け止められていると考えられた。ただ

し、指標に挙げられた数値が、高い方がよ

いのか、低い方がよいのかという価値判断

については慎重にすべきという意見も多

く、指標例提示の際に説明が必要と考えら

れた。 

第 7 次医療計画の指標例の 17 疾患等を

common disordersの領域、専門領域、政策

領域に大別し、common disordersの領域は

身近な医療が確保されていることを確認で

きるようにすること、専門領域と政策領域

は都道府県レベルで提供体制の確保が進ん

でいることを確認できるようにすることも、

コメントから、肯定的に受け止められてい

ると考えられた。ただし、17疾患等のうち

には、医療計画以外の計画に記載すること

になっていると回答した都道府県もあり、

各都道府県において、指標例として採用す

る対象を選択できるようにすることが適切

と考えられた。また、専門領域と政策領域

における提供体制は、一定の確保があれば

増加していくものではないので、指標例提

示の際に説明が必要と考えられた。 

指標例に、都道府県が保有する情報をで

きるだけ活用できるようにして、都道府県

の情報収集の事務負担を小さくすることに

は、反対意見はなかった。 

適切な予防・相談支援を受け、適切な地

域支援につなぐことによって入院が必要と

なる場合も入院期間は短縮されることにな

るという考え方や、アウトカム指標案につ

いてもおおむねの賛同があった。これまで

アウトカム指標として馴染みとなったもの

に比べると、馴染みの少ない「『1年未満の

在院患者数』に対する『1 年以上 5 年未満

の在院患者数』の比」や「自殺死亡率」へ

の肯定的意見（意義が高い、優先度が高い）

は少なかったが、精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築のアウトカム指

標としては重要であり、指標例に挙げる理
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由を十分に説明して、医療計画に活用する

よう促すことが望ましいと考えられた。 

提供される精神医療の内容として、行動

制限を最小にした適切な処遇の促進を挙げ、

ストラクチャー、プロセスに組み込むこと

とについての肯定的意見（意義が高い、優

先度が高い）も半数を超える程度にとどま

ったが、「地域で安心して暮らせる精神保

健医療福祉体制の実現に向けた検討会」に

おいて行動制限の最小化を管理者の責任の

もと組織のスタンダードとしていくことが

挙げられていることから指標例に組み込む

ことが望ましいと考えられた。 

以上、本研究班の示した指標例の方向性

は、都道府県からはおおむね受け入れられ

る内容であると考えられた。 

ここからは「予防・相談支援」「医療」

「地域支援」「アウトカム指標」に分けて

述べる。 

「予防・相談支援」について、研究班の

示した指標例は、「市町村における精神保

健相談の提供」「相談支援の質の向上」「一

般医療と精神医療の連携」「緊急対応」「困

難事例への支援」の 5 種 9 個であった。 

「予防・相談支援」の 9 問についての回

答における（意義が高い、優先度が高い）

の割合やコメントを考慮すると、「予防・

相談支援」については「市町村の相談窓口

数と相談等の実績」「こころのサポーター

養成研修の実施回数と修了者数」「精神保

健福祉センターにおける教育研修の機会と

受講者数」「自殺未遂者ケア研修の実施回

数と受講者数」「かかりつけ医うつ病対応

力向上研修の実施回数と修了者数」「精神

保健福祉法による警察官通報件数と措置診

察実施割合」の 6 つが指標例として採択可

能と考えられた。また追加意見にあった保

健所の活動については、「地域保健・健康

増進事業報告」の「５(1) 精神保健福祉

（相談等）」があることから、相談実人員

を指標例として組み込むことが適切であろ

う。「市町村の相談窓口数と相談等の実績」

については「地域で安心して暮らせる精神

保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」

において市町村等の相談支援体制が議論さ

れているところである。「こころのサポー

ター養成研修の実施回数と修了者数」につ

いては自殺対策におけるゲートキーパー研

修等との棲み分けが困難というコメントも

あり、指標とする場合の運用に注意する必

要がある。「精神保健福祉法による警察官

通報件数と措置診察実施割合」については、

都道府県の運用のばらつきを指摘するコメ

ントがあるが、指標とすることによって、

各都道府県の制度運用の点検が進むことが

期待される。 

「医療」について、「研究班の示した指

標例は、「全般的状況」「合併症、リエゾン

診療、精神科と一般科の連携」「拠点機能、

専門医療」「精神科救急」「難治性精神疾患

への対応」の 5 種 32 個であった。 

「医療」の 32 問についての回答におけ

る（意義が高い、優先度が高い）の割合や

コメントを考慮すると、「全般的状況」に

ついては「精神科もしくは心療内科の外来

診療をおこなっている精神病床を有しない

医療機関数と自立支援医療（精神通院）の

受診患者実数」「精神科もしくは心療内科

の外来診療をおこなっている精神病床を有

する医療機関数と自立支援医療（精神通院）

の受診患者実数」「20 歳未満の通院・在宅

精神療法の算定のあった医療機関数（人口
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10万対医療機関数）と算定のあった患者数

（人口 10 万対患者数）」「精神病床を有す

る医療機関数と診断別、年齢階級別、入院

形態別の患者数」「行動制限最小化のコア

ストラテジーについての研修を実施した精

神病床を有する病院数、その割合と隔離・

拘束患者数」の 5 つが指標例として採択可

能と考えられた。「精神科もしくは心療内

科の外来診療をおこなっている精神病床を

有しない医療機関」「精神科もしくは心療

内科の外来診療をおこなっている精神病床

を有する医療機関」については、630 調査

と NDB の両方から捕捉可能であるが、地

域精神医療の確保を具体的に検討するには

630 調査を活用することが望ましいと考え

た。 

「合併症、リエゾン診療、精神科と一般

科の連携」については「精神病床を有する

病院のうちの一般病院、地域医療支援病院、

特定機能病院の割合」「精神科リエゾンチ

ーム加算の算定された医療機関数と患者数」 

「精神病床における精神科身体合併症（精

神科救急・合併症入院料/精神科身体合併

症管理加算）の算定のあった医療機関数、

患者数」「一般病床における精神科身体合

併症（精神疾患診療体制加算/精神科疾患

患者等受入加算）の算定のあった医療機関

数、患者数」の 4 つが指標例として採択可

能と考えられた。「精神病床を有する病院

のうちの一般病院、地域医療支援病院、特

定機能病院の割合」については、「意義が

大きい」「優先度が高い」という回答は多

くはなく、単科精神科病院が多い地域では

指標として難しい、外的要因による影響は

少ないというコメントがあったが、高齢化

の進む中での医療提供体制を把握しておく

ことは重要と考えた。「精神科リエゾンチ

ーム加算の算定された医療機関数と患者数」

については、加算の条件を満たしていない

中でリエゾン診療をおこなっているという

実態があるという。そのギャップを可視化

するという意味では、「6月の精神科による

リエゾン診療（院内他科）に 1 件以上報告

のあった医療機関数と、6 月の件数の合計」

と「精神科リエゾンチーム加算の算定され

た医療機関数と患者数」を比較検討してお

くことが望まれる。 

「拠点機能、専門医療」については「依

存症専門医療拠点」「依存症治療拠点数」

は「意義が大きい」「優先度が高い」とい

う回答が多かった。「てんかん診療拠点」

「認知症疾患医療センター」「高次脳機能

障害拠点」「児童・思春期精神科入院医療

管理料の届出のある医療機関数」「重度ア

ルコール依存症入院医療管理料の届出のあ

る医療機関数」については「意義が大きい」

「優先度が高い」という回答はそれより少

ないものの全体の中では比較的多かった。

これらに比べると「摂食障害治療支援セン

ター数」「発達障害拠点医療施設」「自殺未

遂者支援拠点」「摂食障害入院医療管理料

の届出のある医療機関数」「認知行動療法

の届出のある医療機関数」については、

「意義が大きい」「優先度が高い」という

回答は少なかった。「拠点機能、専門医療」

については、その確保と活動状況を確認す

る意味で指標例に挙げ、各都道府県におい

て医療計画に位置付けることが必要な場合

に採用し、さらに必要に応じてプロセス指

標を設定することが適切と考えられた。 

「精神科救急」については、回答における

（意義が高い、優先度が高い）の割合やコ

71



メントを考慮すると、「精神科救急医療体

制整備事業における各類型施設数と相談件

数、受診件数、入院件数」「精神科救急入

院料の届出を行った精神病床を有する病院

数、精神病床を有する病院数に占める割合」

を指標例とすることが適切と考えられた。   

「難治性精神疾患への対応」については、 

回答における（意義が高い、優先度が高い）

の割合やコメントを考慮すると、「治療抵

抗性統合失調症治療薬を使用した医療施設

数、患者数」を指標にすることが適切と考

えられた。「精神科電気けいれん療法実施

した病院数のうちの閉鎖循環式全身麻酔の

精神科電気けいれん療法を実施した病院数、

および患者の割合」はこれよりも（意義が

高い、優先度が高い）という回答が少なか

ったが、医療安全の観点から指標に組み入

れるべきと考えられた。 

「地域支援」についての 10 問について

の回答における（意義が高い、優先度が高

い）の割合やコメントを考慮すると、「地

域支援」については「精神病床を有する医

療機関のうちの常勤精神保健福祉士を配置

している病院の割合、1 施設当たりの人数」

「精神病床を有しない医療機関のうち、常

勤精神保健福祉士を配置している割合、1

施設当たりの人数」「精神科デイ・ケア等

の届出のある医療機関数」「精神科訪問診

療の実績のある施設数」「精神科往診の実

績のある施設数」「精神科訪問看護を実施

した施設数、利用した患者数」「医療観察

法における指定通院医療機関数」「DPAT

先遣隊を登録する医療機関数」「精神科退

院早期のフォロー率」「措置症状消退届の

提出された患者数、退院後支援ガイドライ

ンに基づく退院後支援実施の割合」を指標

にあげることが適切と考えられた。 

「アウトカム」にかかる指標例について

の 5 問についての回答における（意義が高

い、優先度が高い）の割合やコメントを考

慮すると、「新規入院における 3 か月、6 か

月、12 か月時点の退院率」「地域平均生活

日数」「精神病床における新規入院患者の

平均在院日数」「『1 年未満』に対する『1

年以上 5 年未満』の患者数の比」「自殺死

亡率」を指標例にあげることが望ましいと

考えられた。前の 3 者はこれまでも指標例

にあげられているが、後の 2 者については、

第 8 次医療計画において指標例に挙げるこ

とになる。「『1 年未満』に対する『1 年以

上 5 年未満』の患者数の比」は、365 日時

点の退院率とこの指標の相関が高いことを

考慮すると重要である。「自殺死亡率」つ

いては、自殺死亡の多くは、死亡時に精神

疾患の診断可能な状態であって、地域で孤

立しないよう伴走することのできる支援体

制により自殺死亡率は減少することが期待

されることを踏まえたものである。 

 上記をもとに研究班として提示する指標

例を表 1、表 2 にまとめた。 

 本研究班の研究班全体会議のメンバーで

ある南島によるコメントを添付する。重要

なのは、地域ごとの精神疾患にかかる医療

提供体制が不足に陥ることのないよう、フ

ィードバックループが作動するようなモニ

タリング体制を構築することであり、本研

究の成果がそれに寄与することを祈念する。 

E 結論 

 研究班全体会議を経て検討した指標例候

補についての都道府県アンケートをもとに、
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研究班としての指標例案をまとめた。研究

班による指標例案は、都道府県における精

神保健医療の提供体制や提供状況を体系的

に点検・モニタリングするのに適したもの

である。 

F．健康危険情報 

なし 

G．研究発表 

1.論文発表 なし 

2.学会発表 なし 

H． 知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他 なし 
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図1.予防・相談支援
把握したいこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

市町村における精神保
健相談の提供の機会と
その実績

市町村の相談窓口数 精神保健福祉相談等の
実績

市町村における精神保
健相談の提供の機会と
その実績

こころのサポーター養
成研修の実施回数

こころのサポーター養
成研修の修了者数

相談支援の質の向上の
機会とその実績

精神保健福祉センター
における教育研修（回
数）

精神保健福祉センター
における教育研修の受
講者数

相談支援の質の向上の
機会とその実績

自殺未遂者ケア研修の
実施回数

自殺未遂者ケア研修の
受講者数

一般医療と精神医療の
連携基盤

かかりつけ医うつ病対
応力向上研修の実施回
数

かかりつけ医うつ病対
応力向上研修の修了者
数

一般医療と精神医療の
連携基盤

かかりつけ医認知症対
応力向上研修の実施回
数

かかりつけ医認知症対
応力向上研修の修了者
数

緊急対応の実績 精神保健福祉法による
警察官通報件数

警察官通報件数中の措
置診察実施割合

緊急対応の実績 自損事故による救急出
動件数

自損事故による救急搬
送人員

困難事例への支援
保健所保健福祉サービ
ス調整推進会議の開催
回数

保健所保健福祉サービ
ス調整推進会議の参加
機関・団体数 74



図2.医療（全般的な状況）
把握したいこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

外来医療の提供
「精神科」もしくは「心療内科」の
外来診療をおこなっている精神病床
を有しない医療機関数

6月の自立支援医療（精神
通院）の受診患者実数

外来医療の提供
「精神科」もしくは「心療内科」の
外来診療をおこなっている精神病床
を有する医療機関数

6月の自立支援医療（精神
通院）の受診患者実数

児童思春期の外
来の状況

20歳未満の通院・在宅精神療法の算
定のあった医療機関数（人口10万対
医療機関数）

20歳未満の通院・在宅精神
療法の算定のあった患者数
（人口10万対患者数）

入院医療の提供 精神病床を有する医療機関数
診断別、年齢階級別、在院
期間別、入院形態別の患者
数

措置入院への対
応

都道府県立精神科病院数、地方独立
法人の設置する精神科病院数、国立
病院機構に属する精神科病床を有す
る医療機関数の合計

6月30日時点における措置
入院患者数

措置入院への対
応 指定病院数 6月30日時点における措置

入院患者数

入院医療におけ
る行動制限最小
化

行動制限最小化のコアストラテジー
についての研修を実施した精神病床
を有する病院数とその割合

隔離・拘束患者数
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図3.医療（合併症、リエゾン診療、精神科と一般科の連携）

把握したいこと ストラクチャー指標 プロセス指標
意義 優先度

医療体制 精神病床を有する病院のうちの一般病院、
地域医療支援病院、特定機能病院の割合 設定しない

医療機関におけるリエ
ゾン診療の提供体制

総合入院体制加算（1、2）の届出のある
医療機関数 設定しない

医療機関におけるリエ
ゾン診療の提供体制

緩和ケアチーム加算の届出のある医療機
関数 設定しない

精神病床を有する医療
機関におけるリエゾン
診療の提供

6月の精神科によるリエゾン診療（院内他
科）に1件以上報告のあった精神病床を有
する医療機関数

6月の件数の合計

精神病床を有する医療
機関におけるリエゾン
診療の提供

6月の精神科によるリエゾン診療（救命救
急センター）に1件以上報告のあった精神
病床を有する医療機関数

6月の件数の合計

一般病床におけるリエ
ゾン診療の提供

一般病床における入院精神療法の算定さ
れた医療機関数 同じく患者数

リエゾン診療の提供 精神科リエゾンチーム加算の算定された
医療機関数 同じく患者数

合併症診療・精神科と
一般科の連携

精神病床における精神科身体合併症 (精神
科救急・合併症入院料/精神科身体合併症
管理加算)の算定のあった医療機関数

同じく患者数

合併症診療の提供
一般病床における精神科身体合併症 (精神
疾患診療体制加算/精神科疾患患者等受入
加算)の算定のあった医療機関数

同じく患者数
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図4.医療（拠点機能、専門医療）
把握したいこ

と ストラクチャー指標 プロセス指標
意義 優先度

拠点機能 依存症専門医療拠点数

基盤整備の把握
のみ（プロセス
指標は設定しな
い）

拠点機能 依存症治療拠点数

拠点機能 高次脳機能障害拠点数、そのうちの精神病床を有する
医療機関に設置されている数

拠点機能 摂食障害治療支援センター数、そのうちの精神病床を
有する医療機関に設置されている数

拠点機能 てんかん診療拠点数、そのうちの精神病床を有する医
療機関に設置されている数

拠点機能 認知症疾患医療センターの指定数、そのうちの精神病
床を有する医療機関に設置されている数

拠点機能 発達障害拠点医療機関の指定数、そのうちの精神病床
を有する医療機関に設置されている数

拠点機能 自殺未遂者等支援拠点の指定数、そのうちの精神病床
を有する医療機関に設置されている数

専門医療 児童・思春期精神科入院医療管理料の届出のある医療
機関数

専門医療 摂食障害入院医療管理加算の届出のある医療機関数

専門医療 認知行動療法の届出を行った医療機関数

専門医療 重度アルコール依存症入院医療管理加算の届出のある
医療機関数 77



図5.医療（精神科救急）

把握したいこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

精神科救急体制

精神科救急医療体制
整備事業における身
体合併症対応施設数、
常時対応型精神科救
急施設数、病院群輪
番型精神科救急施設
数、外来対応施設数

相談件数/受診件
数/入院件数

精神科救急体制

精神科救急入院料の
届出をおこなった精
神病床を有する病院
数、精神病床を有す
る病院数に占める割
合

基盤整備の把握
のみ（プロセス
指標は設定しな
い）
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図6.医療（難治性精神疾患等への対応）

把握したいこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

難治性精神疾患等
への対応

治療抵抗性統合失調症治療
薬を使用した医療機関数 同じく患者数

難治性精神疾患等
への対応

精神科電気痙攣療法を実施
した病院数、そのうちの閉
鎖循環式全身麻酔の精神科
電気痙攣療法を実施した病
院数

精神科電気痙攣療法を受け
た患者数のうちの閉鎖循環
式全身麻酔の精神科電気痙
攣療法を受けた患者の割合
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図7-1.地域支援(1)
把握した
いこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

地域支援に
重要な精神
科医療機能

精神病床を有する医療機関のうち、常
勤の精神保健福祉士の配置のある割合 1施設当たりの精神保健福

祉士数の平均値、中央値

精神病床を有しない医療機関のうち、
常勤の精神保健福祉士の配置のある割
合

1施設当たりの精神保健福
祉士数の平均値、中央値

精神科デイ・ケア、ショート・ケア、
ナイト・ケア、デイ・ナイト・ケアの
いずれかに届出のある医療機関数

基盤整備の把握のみ（プロ
セス指標は設定しない）

6月の精神科訪問診療1件以上の実績の
ある施設数（精神病床を有する医療機
関、精神病床を有しない医療機関）

基盤整備の把握のみ（プロ
セス指標は設定しない）

6月の精神科往診1件以上の実績のある
施設数（精神病床を有する医療機関、
精神病床を有しない医療機関）

基盤整備の把握のみ（プロ
セス指標は設定しない）

精神科訪問看護を実施した施設数(医
療機関数・訪問看護ステーション数）

精神科訪問看護を利用した
患者数(医療機関・訪問看
護ステーションの患者数）

医療観察法における指定通院医療機関
数（医療機関数、訪問看護ステーショ
ン数、薬局数）

基盤整備の把握のみ（プロ
セス指標は設定しない）

DPAT先遣隊を登録する医療機関数 基盤整備の把握のみ（プロ
セス指標は設定しない）
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図7-2.地域支援(2)

把握した
いこと ストラクチャー指標 プロセス指標

意義 優先度

医療の継続 精神科退院早期のフォロー率

医療の継続
への支援

措置症状消退届の提出された患者
数

措置入院患者に対する退院後支
援ガイドラインに基づく退院後
支援実施の割合

医療機関に
おける地域
移行・地域
定着体制

居住系障害者施設を有する医療機
関の割合（精神病床を有する医療
機関、精神病床を有しない医療機
関）

基盤整備の把握のみ（プロセス
指標は設定しない）

その他の障害者施設を有する医療
機関の割合（精神病床を有する医
療機関、精神病床を有しない医療
機関）

基盤整備の把握のみ（プロセス
指標は設定しない）

医療機関に
おける地域
移行・地域
定着体制

介護施設を有する医療機関の割合
（精神病床を有する医療機関、精
神病床を有しない医療機関）

基盤整備の把握のみ（プロセス
指標は設定しない）
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図8.アウトカム指標

アウトカム指標例 指標例に挙げた理由
意義 優先度

新規入院における3か月、
6か月、12か月時点の退
院率

第7次医療計画のアウトカム指標である。入院の長
期化に伴い社会復帰が難しくなる傾向があることを
踏まえ指標とする。

地域平均生活日数

第7次医療計画のアウトカム指標である。新経済・
財政再生計画改革に精神障害者が精神科病院から退
院後１年以内の地域での平均生活日数の増加が挙げ
られている。

平均在院日数
第7次医療計画のアウトカム指標である。NDB分析
により1日単位の数値が公表されている。都道府県
別では12か月時点の退院率との強い相関がある。

「1年未満」に対する「1
年以上5年未満の患者
数」の比

地域移行・地域定着の取り組み推進の指標として設
定する。

自殺死亡率
自殺死亡の多くは、死亡時に精神疾患の診断可能な
状態である。地域で孤立しないよう伴走することの
できる支援体制により自殺死亡率は減少することが
期待される。
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備考（データの所在等）
市町村の相談窓口数 市町村の相談等の実績

保健所の相談窓口数 保健所における相談実人員
「地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告」の「５(1) 精神保健福
祉（相談等）」に相談実人員あり

こころのサポーター養成研修の実施回数 こころのサポーター養成研修の修了者数

精神保健福祉センターにおける教育研修の実施回数 精神保健福祉センターにおける教育研修の機会と受講者数
衛生行政報告例「第 ７ 精神保健福祉センターにおける技術指
導等」に教育研修の延件数、参加延人員あり

自殺未遂者ケア研修の実施回数 自殺未遂者ケア研修の受講者数 自殺対策計画に基づく事業実績報告
かかりつけ医うつ病対応力向上研修の実施回数 かかりつけ医うつ病対応力向上研修の修了者数 自殺対策計画に基づく事業実績報告

精神保健福祉法による警察官通報件数 精神保健福祉法による措置診察実施件数
衛生行政報告例「第 １ 精神障害者申請・通報・届出及び移送
の状況」に通報件数、１次診察のみ実施の件数、２次診察実施
の件数あり。これらを用いて人口10万対件数を計算。

備考（データの所在等）

精神科もしくは心療内科の外来診療をおこなっている精神病床
を有しない医療機関数

精神科もしくは心療内科の外来診療をおこなっている精神病床
を有しない医療機関における自立支援医療（精神通院医療）患
者数

医療機関数については630調査の調査対象施設数、6月の自立
支援医療（精神通院医療）患者数を利用する。これによって都
道府県をいくつかのブロックに分けた場合の外来診療の確保状
況を把握できる。
具体的な施設名やブロックに分けた検討が必要ない場合は、
NDB分析による「通院・在宅精神療法の算定のあった施設
数」「通院・在宅精神療法の算定のあった患者数」が利用可
能。

精神科もしくは心療内科の外来診療をおこなっている精神病床
を有する医療機関数

精神科もしくは心療内科の外来診療をおこなっている精神病床
を有する医療機関における自立支援医療（精神通院医療）患者
数

同上

20歳未満の通院・在宅精神療法の算定のあった医療機関数
（人口10万対医療機関数）

20歳未満の通院・在宅精神療法の算定のあった患者数（人口
10万対患者数）

NDB分析

精神病床を有する医療機関数
精神病床を有する医療機における診断別、年齢階級別、入院形
態別の患者数

630調査

精神病床を有する病院のうちの、行動制限最小化のコアストラ
テジーについての研修を実施した病院数とその割合

精神病床の入院患者のうちの隔離患者の割合、拘束患者の割合 プロセス指標については630調査

備考（データの所在等）
精神病床を有する病院のうちの一般病院、地域医療支援病院、
特定機能病院の割合

なし 630調査

精神科リエゾンチーム加算の算定された医療機関数 精神科リエゾンチーム加算の算定された患者数 NDB分析

精神病床における精神科身体合併症（精神科救急・合併症入院
料/精神科身体合併症管理加算）の算定のあった医療機関数

精神病床における精神科身体合併症（精神科救急・合併症入院
料/精神科身体合併症管理加算）の算定のあった患者数

NDB分析

予防・相談支援

医療（全般）

医療（合併症、リエゾン診療、精神科と一般科の連携）

ストラクチャー プロセス

表１．ストラクチャー、プロセス指標例案一覧

プロセス

ストラクチャ― プロセス

ストラクチャー
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一般病床における精神科身体合併症（精神疾患診療体制加算/
精神科疾患患者等受入加算）の算定のあった医療機関数

一般病床における精神科身体合併症（精神疾患診療体制加算/
精神科疾患患者等受入加算）の算定のあった患者数

NDB分析

備考（データの所在等）
依存症専門医療拠点数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
依存症治療拠点数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
てんかん診療拠点数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
認知症疾患医療センター数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
高次脳機能障害拠点数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
摂食障害治療支援センター数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
発達障害拠点医療施設数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
自殺未遂者支援拠点数 各計画、事業に基づく実績報告または630調査
児童・思春期精神科入院医療管理料の届出のある医療機関数 地方厚生局（630調査）

重度アルコール依存症入院医療管理料の届出のある医療機関数 地方厚生局（630調査）

摂食障害入院医療管理料の届出のある医療機関数 地方厚生局（630調査）
認知行動療法の届出のある医療機関数 地方厚生局（630調査）

備考（データの所在等）

精神科救急医療体制整備事業における各類型施設数
精神科救急医療体制整備事業における相談件数、受診件数、入
院件数

精神科救急医療体制整備事業の実績報告または630調査

精神科救急入院料の届出を行った精神病床を有する病院数、精
神病床を有する病院数に占める割合

なし 地方厚生局（630調査）

備考（データの所在等）
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した医療施設数 治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した患者数 NDB分析
精神科電気けいれん療法実施した病院数のうちの閉鎖循環式全
身麻酔の精神科電気けいれん療法を実施した病院数、および患
者の割合

精神科電気けいれん療法実施した病院数のうちの閉鎖循環式全
身麻酔の精神科電気けいれん療法を実施した患者数、および患
者の割合

NDB分析

備考（データの所在等）

精神病床を有する医療機関のうちの常勤の精神保健福祉士を配
置している医療機関の割合、1施設あたりの平均値と中央値

630調査

精神病床を有しない医療機関のうちの常勤精神保健福祉士を配
置している割合、1施設当たりの平均値と中央値

630調査

精神科デイ・ケア等の届出のある医療機関数 地方厚生局（630調査）
精神科訪問診療の実績のある施設数 630調査
精神科往診の実績のある施設数 630調査
精神科訪問看護を実施した施設数 精神科訪問看護を利用した患者数 630調査
医療観察法における指定通院医療機関数（病院数、診療所数、
訪問看護ステーション数、薬局数）

指定通院医療機関の指定状況

DPAT先遣隊を登録する医療機関数 「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」に基づく実績

ストラクチャー プロセス

医療（拠点機能、専門医療）

医療（精神科救急）

医療（難治性精神疾患への対応）

地域支援

ストラクチャー プロセス

ストラクチャー プロセス

ストラクチャー プロセス
医療計画に位置づけられている場合にストラクチャー指標を設
定。必要に応じて、相談数、診療数、鑑別診断数、研修実績、
連携会議等の実績をプロセス指標に設定
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精神科退院早期のフォロー率
NDB分析（精神病床から地域へ退院した統合失調症症・双極
性障害の患者における、退院30日以内に通院・在宅精神療法
を算定された割合。地域支援の包括的なプロセス指標）

措置患者数
自治体の退院後支援ガイドラインに基づく退院後支援患者の割
合

事業実績報告
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表２．アウトカム指標例案一覧
指標例案 備考（データの所在等）

新規入院におけ
る3か月、6か
月、12か月時点
の退院率

NDB分析

地域平均生活日
数

NDB分析

精神病床におけ
る新規入院患者
の平均在院日数

NDB分析

「1年未満」に対
する「1年以上5
年未満」の患者
数の比

630調査

自殺死亡率 自殺対策計画に基づくモニタリング
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